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稲城市市民部課税課土地係・家屋係 

 

 

固定資産課税台帳（土地・家屋名寄帳）の閲覧 

概 要 

固定資産税は、土地、家屋及び償却資産を所有している方にその価格（適正な時価）に応じて負担し

ていただく税金です。閲覧とは、この固定資産の価格等が登録されている固定資産課税台帳（名寄帳）

を納税義務者の方などにご確認いただくための制度です。 

期間・対象者・範囲 

★期    間 通年。ただし、新年度のものは原則として毎年４月１日からです。 

★対象者と範囲 

納税義務者、納税管理人の方及び

これらの方から委任を受けている

方 

所有するすべての資産に関する課税情報 

固定資産を処分する権利を得てい

る方及びその方から委任を受けて

いる方 

権利のある土地や家屋に関する台帳記載事項※ 

※台帳記載事項とは、地方税法に規定されている事項で、登記簿登録事項（土地の場合は所在地番、

地目、地積、家屋の場合は所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積）、価格（評価額）、課税標

準額です。税額は台帳記載事項ではありません。 

無料で閲覧できる方と期間 

★対象者  上記対象者と同じ 

★期 間  令和８年４月１日～６月１日【土・日曜日、祝日は除く（ただし、休日開庁日は実施）】 

午前８時30分～午後５時（休日開庁日は、午前11時45分～午後１時を除く） 

上記期間を過ぎますと手数料（１件：300円）がかかります。 

 

 

※閲覧には本人確認を実施しています。 

（運転免許証等の身分証明書をお持ちください。） 

委任を受けている方が名寄帳を閲覧する場合は、委任状が必要です。 

 

 

令和８年度 

固定資産課税台帳（土地・家屋名寄帳）閲覧のしおり 
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固定資産とは 

 

★土 地 宅地、田、畑、山林、牧場、原野、雑種地、その他の土地 

★家 屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 

★償却資産 構築物、機械、装置、工具、器具、備品などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価

償却の対象となる資産（自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両を除く。） 

 

固定資産税 

概 要 

毎年１月１日（「賦課期日」といいます）に、稲城市内に固定資産（土地、家屋、償却資産）を所有してい

る方が、その価格をもとに算定された税額を固定資産が所在する稲城市に納める税金です。 

 

納める方（納税義務者） 

令和８年１月１日現在、市内に固定資産を所有している方 

（原則として土地・家屋登記簿に所有者として登記されている方） 

 

価格（評価額）の決め方 

税額を計算するもとになる固定資産の価格は、国が定めた『固定資産評価基準』等によって評価したもの

を、市長が決定した後に、固定資産課税台帳に登録されたものです。 

 

①  土地と家屋の価格 

土地と家屋は、３年ごとに全筆・全棟の評価替えを行います。この年度を基準年度といい、令和６年度が

基準年度です。基準年度に決定された価格は、原則として３年度間据え置かれます。 

ただし、評価替えの後に新築や増改築を行った家屋、地目の変換や分合筆などのあった土地や地価の下落

があり、価格を据え置くことが適当でない土地については、翌年度に新しい価格を決定しています。 

 

また、土地の税額については、「課税標準額」が「評価額（価格）」の一定水準に達するまで、毎年度、負

担調整措置により上昇します。 

 

② 償却資産の価格 

毎年、申告に基づいて価格を決定します。評価の方法は、固定資産評価基準により、取得価額を基礎とし

て、取得後の経過年数に応じた価値の減少（減価）を考慮して行います。減価償却の方法は原則として国税

の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率となります。 

 

③ 税額の算出 

課税標準額×1.4／100(税率）＝税相当額 

 

④ 免税点 

同じ所有者が稲城市内に所有する物件の課税標準額の合計が、次の場合には課税されません。 

土地  ３０万円未満 

家屋  ２０万円未満 

償却資産 １５０万円未満 
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納める額（課税標準額、税額など） 

 課税標準額の算出 

課税標準額とは固定資産の価格（評価額）をいいます。ただし、土地について課税標準の特例の対象とな

る場合は、特例率（住宅用地の場合は1/3、小規模住宅用地の場合は1/6、市街化区域農地の場合は1/3）を乗

じた額が課税標準額になります。 

また、土地の課税標準額については、本来の価格から導かれた額（特例がある場合は特例率を乗じた額）

に満たない場合には、負担水準（令和７年度(比準)課税標準額÷(令和８年度評価額×特例率)）に応じて次

表のとおり課税標準額を算出します。 

 土地の課税標準額の算出方法（固定資産税） 

区 分 負担水準 課 税 標 準 額 の 計 算 

小規模住宅用地 

（住宅一戸当り

200 ㎡までの  

部分） 

100％以上 
本則課税標準額 

（価格×１/６） 

100％未満  
前年度(比準)課税標準額＋本則

課税標準額×５％・・・[a] 

[a]が本則課税標準額を上回る場合に

は、本則課税標準額（価格×１/６） 

[a]が本則課税標準額の 20％を下回る

場合には、本則課税標準額×20％相当額 

一般住宅用地 

（200 ㎡を超える

部分） 

市街化区域農地 

100％以上 

本則課税標準額 

（価格×１/３） 

100％未満  
前年度(比準)課税標準額＋本則

課税標準額×５％・・・[b] 

[b]が本則課税標準額を上回る場合に

は、本則課税標準額（価格×１/３） 

[b]が本則課税標準額の 20％を下回る

場合には、本則課税標準額×20％相当額 
 

70％超 価格×70％ 
 
 
 

商業地等 70％以下 
前年度(比準)課税標準額に据え置き 

非住宅用地 60％以上 

介在農地 

60％未満  
前年度(比準)課税標準額＋価格

×５％・・・[c] 

[c]が価格の 60％を上回る場合には、価

格×60％相当額 

ほか [c]が価格の 20％を下回る場合には、価

格×20％相当額 

 90％以上 
前年度(比準)課税標準額×負担

調整率（1.025） 
ただし、当該年度の価格を限度とする。 

一般農地 90％未満 前年度(比準)課税標準額×負担

調整率（1.050） 
ただし、当該年度の価格を限度とする。 

生産緑地 80％以上 

 80％未満 前年度(比準)課税標準額×負担

調整率（1.075） 
ただし、当該年度の価格を限度とする。 

 70％以上 

 70％未満 
前年度(比準)課税標準額×負担

調整率（1.100） 
ただし、当該年度の価格を限度とする。 
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家屋の固定資産税の減額措置 

 

(1) 新築住宅に対する固定資産税の減額 

令和７年１月２日から令和８年１月１日までに新築された住宅で、次の要件を満たす場合については、新

築後一定期間に限り固定資産税が減額されます（都市計画税は対象外です）。 

 

 床面積要件 

区 分 居住部分の割合 床 面 積 

一戸建て住宅又はマンション 全 部 50 ㎡以上 280 ㎡以下 

併用住宅 １／２以上 居住部分が 50㎡以上 280 ㎡以下 

共同住宅（貸家） 全 部 １区画 40㎡以上 280 ㎡以下 

 

 減額される期間及び範囲 

区 分 減額される期間 減額の範囲（居住部分） 

a.一般住宅（b.以外の住宅） 
新築後３年度分 

（長期優良住宅の場合５年） 120 ㎡を限度として 

税額の１／２ b.３階建以上の中高層耐火・ 

準耐火構造住宅 

新築後５年度分 

（長期優良住宅の場合７年） 

 

 

(2) 家屋の改修に対する固定資産税の減額措置  

次の住宅改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。工事完了後３ヶ月以内に申告が必要です（都

市計画税は対象外です）。 

 

① 耐震改修に対する減額措置（他の減額措置と併用する事は出来ません） 

 昭和57年１月１日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合した50万円超の耐震改修工事を行

い、一定の要件を満たした場合、翌年度の固定資産税が減額されます。 

 

  減額される期間及び範囲 

期 間 減 額 の 範 囲 

１年度分 120㎡を限度として税額の１／２ 

 

② バリアフリー改修に対する減額措置 

 新築された日から10年以上を経過した住宅で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のバリアフリー

改修工事を行い、一定の要件を満たした場合、翌年度の固定資産税が減額されます。 

 

  減額される期間及び範囲 

期 間 減 額 の 範 囲 

１年度分 100㎡を限度として税額の１／３ 

 

③  熱損失防止（省エネ）改修に対する減額措置 

 平成 26 年４月１日以前に建築された住宅で、補助金等を除く自己負担額が 60 万円超、または補助金

等を除く自己負担額が 50万超で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用シス

テムの設置工事の費用と合わせて 60 万超の省エネ改修工事を行い、一定の要件を満たした場合、翌年度

の固定資産税が減額されます。 

 

  減額される期間及び範囲 

期 間 減 額 の 範 囲 

１年度分 120㎡を限度として税額の１／３ 

 

※②と③の両方の改修工事を行った場合、重複して減額を受けることができます。 
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都市計画税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 

都市計画税とは、下水道等の都市計画事業（※1）又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための

目的税です。 

土地区画整理事業等の市街地開発事業に伴い、道路、上水道、下水道、ガス等の供給処理施設等が面的

に整備されると、その区域外においても住環境及び交通の利便性が向上するため、区域の内外を問わず、

均一に課税されます。 

（※1） 都市計画事業･･･都市計画施設（※2）の整備に関する事業及び市街地開発事業 

（※2） 都市計画施設･･･都市計画法第 11 条に定められた次に掲げる施設等です。  

(1) 交通施設（道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど）  

(2) 公共空地（公園、緑地、広場、墓園など）  

(3) 上水道・下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または

処理施設など 

納める方（納税義務者） 

令和８年１月１日現在、市内に固定資産を所有している方 

（原則として土地・家屋登記簿に所有者として登記されている方） 

価格（評価額）の決め方 

固定資産税と同様です。（償却資産は除く） 

納める額（課税標準額、税額など） 

① 課税標準額の算出 

算出方法は固定資産税と同様です。原則として、都市計画税の課税標準額と固定資産税の課税標準額

は一致しますが、課税標準の特例の対象となる土地などについては、都市計画税の特例率が固定資産税

のものと異なる（都市計画税の特例率は固定資産税の２倍となっている）などの理由から、固定資産税

の課税標準額と一致しません。 

 

② 税額の算出 

課税標準額×0.27（※）／100(税率）＝税相当額 

※都市計画税の税率について、稲城市市税条例第144条で0.3％と規定していますが、同条例付則第25条

で特例税率の0.27％に引き下げることとしています。 

 

③ 税額の軽減について 

固定資産税のような新築住宅等に対する軽減はありません。 
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審査の申出 

 

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、稲城市固定資産評価審査委員会に「審査の

申出」をすることができます。 

※審査の申出にあたっては、事前に課税課にご相談ください。 

※前年中に土地の地目変更・分筆・合筆や家屋の新築・増改築があった場合についての不服に限られま

す。 

 

★申出期限  納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３ヶ月以内 

★手続き   総務部文書法制課文書法制係（市役所５階）が窓口となります。 

 


